
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
（令和８年法律第27号） （第16次地方分権一括法）の概要 （都道府県から国保連への委託関係抜粋）

○介護・障害福祉人材の確保を目的とした補助金※１の交付に関する事務※２について、 都道府県から国民健康保険団体連合会

（国保連）※３への委託を可能とする※４。

概要

趣旨

※１ 介護保険サービス、障害福祉サービス、障害児通所支援等の提供に資する人材の確保等（福祉・介護職員の賃上げ等）のため、都道府県から介護保険サービス事
業所、障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所等に対し交付

※２ 交付の決定は、都道府県が行い、国保連への委託の対象としない。

※３ 都道府県単位で設立。診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬の審査支払業務等を実施。

※４ 地方自治法の規定により、地方公共団体は、法律又は政令に特別の定めがある場合等を除いて、公金の支出の権限を私人に委託することができない。
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効 果： 都道府県の事務負担の軽減、国保連による効率的な事務の実施

都道府県

【参考】令和７年の地方からの提案等に対する対応方針（令和７年12月23日閣議決定）（抄）
児童福祉法（昭 22 法 164）、介護保険法（平９法 123）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平 17 法 123）介護サービス事業所等及び障害福祉サー
ビス事業所等への補助金のうち、介護報酬又は障害福祉サービス等報酬に関連して交付されるものに係る支払事務については、都道府県の事務負担を軽減するため、社会保障審議会等

における議論を踏まえ、国民健康保険団体連合会への委託を可能とすることについて検討し、令和７年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

○令和７年分権提案において、介護・障害福祉人材の確保を目的とした補助金については、都道府県から国民健康保険団体連合

会（国保連）への支払事務の委託が可能となるよう求める提案があった。

○都道府県の事務負担の軽減及び効率的な事務の実施の観点から、令和７年の地方からの提案等に関する対応方針（令和７年12

月23日閣議決定）に基づき、令和８年特別国会に提出する地方分権一括法（児童福祉法、介護保険法及び障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正）により所要の措置を講ずる（施行期日：公布日）。
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